
別紙１ 

 

（※１）入管法に基づく入国制限対象地域 

（外務省による感染症危険情報レベル３） 
東アジア 中国（香港、マカオ含む）、台湾、韓国 

東南アジア インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベト

ナム、マレーシア 

ヨーロッパ サンマリノ、アイスランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オ

ーストリア、オランダ、スイス、スペイン、スロベニア、デンマー

ク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、マルタ、

モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、アイルランド、ス

ウェーデン、ポルトガル、ギリシャ、スロバキア、チェコ、ハンガ

リー、フィンランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ラ

トビア、リトアニア、英国、キプロス、クロアチア、コソボ、ブル

ガリア、ルーマニア、アルバニア、アルメニア、モルドバ、モンテ

ネグロ、北マケドニア、セルビア 

中東 イラン、イスラエル、トルコ、バーレーン 

アフリカ エジプト、コードジボワール、コンゴ民主共和国、モーリシャス、

モロッコ 

北米 米国、カナダ 

中南米 エクアドル、チリ、ドミニカ国、パナマ、ブラジル、ボリビア 

大洋州 オーストラリア、ニュージーランド 

 

 

（※２）検疫強化対象地域 

（外務省による感染症危険情報レベル２） 
※１以外の全ての国と地域 
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